
堺市建設局概算数量発注方式試行要領 

 

（目的） 

第１条 本要領は、堺市建設局が発注する建設工事について、設計積算業務の簡略化

を図り、事業の円滑な執行を促進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 本要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 概算数量発注 

 当初設計で平面図、標準断面図等を適用して算出した、概算の数量を用いて発注

する工事（一部を概算で発注する工事を含む）をいう。 

（２） 工事計画図書 

概算の数量部分について、工事施工前に施工範囲の確認、現地測量及び照査を行

った結果をもとに作成する、施工数量の根拠となる平面図、断面図（標準断面図）、

構造図等の図面及び数量計算書をいう。 

 

（対象工事） 

第３条 国費を含む工事及び総合評価落札方式の工事以外の入札案件で、下記の条件をす

べて満たす工事（発注業種は舗装工事に限定）に適用できるものとする。 

（１） 構造、形状等が著しく変化しない比較的単純な工事 

（２） 現地精査の結果と概算数量とのかい離等により、工事費、工期に著しい影響を与

えない工事 

（３） 実施設計等の委託業務を行わずとも、工事目的物の内容や仕様等を概ね決定でき

る工事 

 

（実施方法） 

第４条 本要領の実施方法は、以下の通りとする。 

（１） 特記仕様書には、概算数量発注方式による発注であることを明示する。 

（２） 概算数量を適用する数量の摘要欄（数量総括表）に「概算」と明示する。 

（概算数量の根拠は、「標準断面図の数量×延長」で計上してよい。） 

（３） 概算数量に係わる当初設計時の図面等は、位置図、平面図、断面図（標準断面

図）、構造図等を標準とする。 

 



（４） 工事計画図書の作成費用として、「工事計画図書作成費」を共通仮設費の準備費

に積上げ計上することとする。なお、工事計画図書の作成に必要な費用のうち、

調査及び測量に要する費用は、通常行う設計図書の照査の範囲内であるため、共

通仮設費率（準備費）に含まれる。 

（５） 工期の設定にあたり、標準工期に加え、工事計画図書の作成の期間として 15日

を標準として見込むものとする。なお、工事内容により適切な期間を設定するこ

とができる。 

（６） 受注者は、概算数量に係わる部分の施工に必要な現地測量及び照査を行った結果

をもとに工事計画図書を作成し、監督員へ提出する。 

（７） 監督員は、工事計画図書から当初設計と構造、形状等が著しく変化しない事、か

つ工事費が概算数量と比較して軽微な変更の範囲内である事が確認できれば、施

工承諾を行う。 

 

（設計変更） 

第５条 設計変更は、「堺市建設工事等設計変更事務取扱要領」に基づき行う。 

 

（疑義の処理）  

第６条 本要領に疑義を生じた場合または記載の無い事項については、監督員と協議する

ものとする。 

 

 

附 則  

１ この要領は、令和 3年 4月 1日から施行する。 


